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１．はじめに 

韓国において特許審査指針書が 2015年 1月 1日付で改正されました。この改正には、補正

案レビュー制度の導入が含まれています。この制度によれば、Office Actionに対して正式な応

答書をファイルする前に、補正案を担当審査官にレビューしてもらうことが可能です。 

出願人は、Office Actionに対してクレーム発明を補正しようとする際、その補正案が拒絶理

由を克服することができるものであるか否かが判断できない場合も少なくありません。このよう

な場合に出願人に便宜を図るために、補正案レビューの制度を設けました。 

 

上記の補正案レビューによれば、正式な応答書をファイルするのに先立って、出願人（出願人、

発明者、又は、代理人）は事前に担当審査官と個人面談を行います。この個人面談において、補

正案が協議され、審査官はクレーム補正の方向性を示唆します。これにより、短い期間で、出願

人は特許権利化の可能性を高めることが期待できると共に、特許庁は高品質な特許を発行するこ

とが期待できます。 

 

以下に、補正案レビューについて詳細に説明します。 
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